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「働き方改革」における企画業務型裁量労働制の導入をめぐって 

 

 法政大学キャリアデザイン学部教授 

上西充子 

 

1. 裁量労働制とは 

 

 みなし労働時間制の一種 

 

 一定の時間働いたものとみなし、その時間数に見合った対価を支払う 

みなし労働時間８時間 → 残業しても残業代の支払の必要なし 

みなし労働時間９時間 → それ以上の残業代の支払いの必要なし 

 

 日本労働弁護団によれば、「定額働かせ放題」 

経営者から 

みると 

一定額の残業代支払い 

だけでＯＫ 

→ ・働かせるほど人件費節約に 

・違法の合法化 

労働者から 

みると 

時間配分の自由はあって

も、業務量を制限する自

由はない 

→ ・長時間労働に対する歯止めがない 

・違法性を問いにくい 

・労働時間管理されないので、 

労災認定も困難 

 

 メリハリがついて効率よく働ける、と言われるが・・・・ 

 現行の労働時間法制でも、定時前に仕事を終えて帰宅することは可能 

 病院にも通える、と言われるが・・・ 

 現行の労働時間法制でも、病院への立ち寄りや、時間年休の取得が可能 

 

専門業務型 

裁量労働制 

1987 年労基法改正により導入 

システムエンジニア、弁護士などの専門職 

企画業務型 

裁量労働制 

1998 年の労基法改正により追加 

企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う一定範囲

のホワイトカラー労働者 
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2. 裁量労働制の労働時間をめぐって 

 

（１） 労働政策研究・研修機構の調査結果 

 

◆ 『裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 労働者調査結果』資料シリーズ No.125

（2014 年５月） 

◆ 『裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 事業場調査結果』資料シリーズ No.124

（2014 年５月） 

 

 平均労働時間（１か月） 

専門業務型裁量労働制 203.8時間 

企画業務型裁量労働制 194.4時間 

通常の労働時間制 186.7時間 
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（２） 厚生労働省「平成 25年度労働時間等総合実態調査」（の結果とされたもの） 

 

 2015 年 3 月に厚生労働省より民主党の部会に提供 

 

出所：民進党ホームページ 

 

 このデータをもとにした国会答弁 

●塩崎厚生労働大臣 2015 年 7 月 31 日 衆議院厚生労働委員会（山井和則議員に対して） 

 労働時間の長さは、平均的な方については、実は、今ある専門業務型の裁量労働制、それか

ら企画業務型の裁量労働制、それと一般の方々との比較であるわけでありますけれども、これ

は言ってみれば、長い時間働いていらっしゃる方々、部分だけをおとりになっているように見え

るわけでありますが、平均的な方を見てみると、実はこの三つを比べてみるとそう変わらないわ

けです。 

 例えば平均時間でいきますと、専門業務型の裁量労働制だと 9 時間 20 分、企画業務型の裁

量労働制だと 9 時間 16 分、むしろちょっと専門業務型よりも少ない。一般労働者でいきますと 9

時間 37 分ということで、若干、むしろ一般労働者の方が平均でいくと長い。 

●塩崎厚生労働大臣 2017 年 2 月 17 日 衆議院予算委員会（長妻昭議員に対して） 

 今データをお取り上げ頂きましたけれども、結論的には、いろいろな調査がございまして、ご指

摘のような調査ももちろんございます。 
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 厚生労働省自身の調査によりますと、裁量労制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で

比べますと一般労働者よりも短いというデータもございまして、例えば一般の平均的な方が 9時

間 37 分働いていらっしゃいますが、企画業務型の裁量労働制の方は 9 時間 16 分ということ

で、約 20 分短いというデータもございます。ただ、最長の方というのを見ると、裁量労働制の方

が少し長いというものもございます。 

●安倍首相 2018 年 1 月 29 日 衆議院予算委員会（長妻昭議員に対して） 

厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均な、平均的な

方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータもあるということは、御紹介させていただきた

い。 

●加藤厚生労働大臣 2018 年１月 31 日参議院予算委員会 （森本真治議員に対して） 

確かにいろんな資料を見ていると、裁量労働制の方が一般の働き方に比べて長いという資

料もございますし、他方で平均的な、平均で比べれば、短いという統計もございますので、それ

は、それぞれのファクトによって、見方は異なってくるんだろうと思います。 

●加藤厚生労働大臣 2018 年１月 31 日参議院予算委員会 （森本真治議員に対して） 

議員ご指摘の資料があることも事実でございます。また私どもの平成 25 年度労働時間等総

合実態調査、これ、厚生労働省が調べたものでありますけれども、平均的な一般労働者の時間

が 9時間・・・、これは１日の実労働時間ですが、9時間 37分に対して、企画業務型裁量労働制

は 9 時間 16 分と、こういう数字もあるということを、先ほど申し上げたところでございます。 

 

（３） 「比較データ」への言及と訂正、撤回 

 

1 月 29 日 衆院予算委 安倍首相答弁（←長妻昭議員） 

1 月 31 日 参院予算委 加藤大臣答弁（←森本真治議員） 

2 月 5 日 衆院予算委 加藤大臣答弁（←玉木雄一郎議員） 

・「平均的な働く人」→「平均的な者（しゃ）」、先ほども「平均的な者（し

ゃ）」と申し上げましたけれど 

2 月 7 日  加藤大臣、厚労省担当者からデータの問題点（「最長」を尋ねていた

こと？）の報告を受ける（朝日、2/20） 

2 月 8 日 衆院予算委 加藤大臣（←岡本あき子議員） 

「「平均・・・平均・・・平均的な者（しゃ）」というのと、平均値とは、明ら

かに違う、というご指摘は、その通り」 

2 月 9 日  加藤大臣（←山井和則議員） 

一般労働者の「平均的な者」の 9 時間 37 分は、「８時間＋一般労働

者の時間外労働の平均」という計算式によると答弁 

2 月 14 日  安倍首相と加藤大臣、答弁撤回と陳謝 
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2 月 18 日  加藤大臣が首相官邸にデータの不備について伝える（毎日 2/20） 

2 月 19 日  第 4 回「働き方改革虚偽データ疑惑 野党合同ヒアリング」にて、１日

と１週の一般労働者の「平均的な者」のデータが「最長」の時間数で

あったことを報告 

衆院予算委 加藤大臣、集計方法の不備を認め、陳謝 

2 月 20 日 衆院予算委 長妻議員、逢坂議員、山井議員、大西議員らが追及 

 

（４） 「比較データ」の何が問題か 

 

◆１：厚生労働省の調査結果ではなかった 

 

   厚生労働省「平成 25 年度労働時間等総合実態調査」 

 「平均的な者」 結果報告冊子 備考 

企画業務型裁量労働制 ９時間 16 分 表 52（p.68） 「労働時間の状況」 

一般労働者 9 時間 37 分 （掲載なし） （法定時間外労働） 

 

◆２：「平均的な者」の定義を説明せずに、あたかも平均値であるかのように答弁した 

 「平均的な者」（一般労働者の場合） 

この項の「最長の者」とは、調査対象月における月間の時間外労働が最長の

者のことをいい、「平均的な者」とは、調査対象月において最も多くの労働者

が属すると思われる時間外労働時間数の層に属する労働者のことをいう  

 「平均的な者」（企画業務型裁量労働制の場合）：調査結果冊子に記載なく、不明 

 

計
６時間超

７時間以下

７時間超

８時間以下

８時間超

９時間以下

９時間超

10時間以下

10時間超

11時間以下

11時間超

12時間以下

12時間超

13時間以下

13時間超

14時間以下

平均

労働

時間

一般労働者 実数 100 4 3 25 30 25 8 3 2

％ 100 4 3 25 30 25 8 3 2

企画業務型裁量労働制 実数 10 0 0 1 3 2 2 2 0

％ 100 0 0 10 30 20 20 20 0

9.6

10.6

0

10

20

30

一般労働者と企画業務型裁量労働制の労働者の労働時間の分布（仮想例）

一般労働者 企画業務型裁量労働制

％
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◆３：一般労働者（「平均的な者」）の労働時間は、実労働時間ではなく、不適切な計算式による加

工データだった 

 

 2 月 9 日の加藤大臣の説明（←山井議員） 

 8 時間＋1 日の法定時間外労働の平均 （１時間 37 分） 

 2 月 19 日の厚生労働省による報告 

 8 時間＋1 日の法定時間外労働の「最長」の平均  

 8 時間を下回る実労働時間の者が正しく平均に反映されない 

 (例)所定労働時間が 7 時間 30 分の者が「平均的な者」→ 8 時間と過大評価 

 にもかかわらず、1 月 31 日に加藤大臣は、「これは１日の実労働時間ですが」と答弁 

 １日の法定時間外労働の集計表は調査報告冊子に未収録 

 １日の法定時間外労働の平均の集計表は、母集団に復元していないデータを利用（法

定時間外労働が比較的多い大企業の偏りを反映？） 

 

◆４：一般労働者（「平均的な者」）の１日の法定時間外労働は、「最長」の日のデータだった 

 

 2 月 19 日の報告で初めて明らかに（2 月 9 日の説明は虚偽答弁？） 

 他方の企画業務型裁量労働制の時間数は「最長」を取っていない 
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◆５：企画業務型裁量労働制の労働者の時間数は「労働時間の状況」であり、比較できないもの

だった 

 

 「法に規定する労働時間の状況として把握した時間」 

 健康・福祉確保措置の一環として、使用者が対象労働者の労働時間の状況等、勤務

状況を把握する手法として、まず労使委員会でもよく話し合っていただきながら、いかな

る時間帯、どの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったかを、例えば出退

勤時刻であるとか、入退室時刻のさまざまな記録であるとか、労使のチェックであると

か、そういったことで努めていただきたいということは申し上げているところであり、そう

したことを使用者の方に行っていただいている中で把握しているところを今回も見てい

るということ（第 104回労働政策審議会労働条件分科会（2013年 10月 30日）における

村山課長の説明） 

 

◆６：以上のような問題があるデータを比べて「短い」と判断することは間違い 

 

 比較できないものを比較している 

 一般労働者のデータは過大 

 

3. 労働政策審議会の議論との関係 

 

（１） 「比較データ」が出てきた文脈 

 

2013 年 4～6 月 「平成 25 年度労働時間等総合実態調査」実施 

2013 年 6 月 14 日 「日本再興戦略」閣議決定 

・企画業務型裁量労働制を総合的に検討 

2013 年 10 月 「平成 25 年度労働時間等総合実態調査結果」 

2013 年 9 月 27 日 第 103 回労働政策審議会労働条件分科会 

・閣議決定と裁量労働制の見直し、実態調査に言及 

→平成 25 年度調査を、実態調査と位置付けていることを説明 

主な調査項目として「実労働時間数等」を挙げていることを説明 

2013 年 10 月 30 日 第 104 回労働政策審議会労働条件分科会 

・平成 25 年度調査の結果を説明 

・調査的監督 

・「１が「１週間」、２が「１箇月」、３が「１年」ということになっておりま

す」 
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・（１週の法定時間外労働の実績）平均的な方においては、（「15 時

間以下」が）1.5％ポイント増えて 97.9％となっております。 

2013 年 12 月 17 日 第 106 回労働政策審議会労働条件分科会 

・JILPT調査について調査項目を説明 

2014 年 1 月 15 日 第 107 回労働政策審議会労働条件分科会 

・JILPT調査の主な結果を説明（労働時間数の実績は報告されず） 

2014 年 9 月 30 日 第 116 回労働政策審議会労働条件分科会 

・JILPTの調査結果について「さらに詳細なクロス集計も載った冊子

が出ておりますので、改めて精査した上で、今後も裁量労働制につ

いてご議論いただく会があると思いますので、その際に改めて」と

村山課長が説明 

2015 年 2 月 13 日 労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」 

2015 年 2 月 17 日 「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を諮問 

2015 年 2 月 27 日 「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申 

2015 年 3 月下旬 「比較データ」が厚労省担当者より民主党の部会に提示 

2015 年 4 月 3 日 労働基準法改正案が「閣議決定」 

2015 年 7 月 31 日 塩崎厚生労働大臣が衆議院厚生労働委員会にて、「比較データ」

に言及（山井和則議員に対して） 

 

（２） 閣議決定と、この調査と、労働政策審議会の関係 

 

平成 25 年度労働時間等総合実態調査は、労働政策審議会労働条件分科会が企画業務

型裁量労働制の総合的な見直しを行う際の実態調査として、閣議決定された規制改革会

議で位置付けられていた 

 

日時 内容 

2013 年 

4～6 月 

●平成 25 年度労働時間等総合実態調査 

目的「今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる時間外・休日労働、割増賃金

率、裁量労働制等の実態等を把握する 

 閣議決定に先立って調査を実施？ 

2013 年 

6 月 14 日 

●日本再興戦略（閣議決定） 

「企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について、早急に実態把握調査・分析

を実施し、本年秋から労働政策審議会で検討を開始する」 

●規制改革実施計画（閣議決定） 

「企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制等労働時間法制の見直し」 
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「労働政策審議会で総合的に検討する」 

 この実態調査が平成 25 年度労働時間等総合実態調査（下記議事録） 

2013 年 

9 月 27 日 

●第 103 回労働政策審議会労働条件分科会（４月の委員改選後の初回） 

★ 村山課長 

「 なお、先ほど申し上げました労働時間法制に関する閣議決定の中で、例えば「日本

再興戦略」のところ、３ページ目の上の箱を見ていただきますと「労働時間法制の見直

し」とした後の「企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について」の次に「早急に

実態把握調査・分析を実施し」とされております。その「早急に実態把握調査・分析」をど

のように実施しているかについての資料が、４ページ「平成 25 年度労働時間等総合実

態調査について」です。  

 本分科会で労働時間法制について調査・審議をいただきます際には、いつも、まずも

って今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる実態につきまして把握を行ってお

ります。調査方法といたしましては、全国の労働基準監督署から事業場への訪問調査

で実施しているものでございます。閣議決定も踏まえ既に調査を終え、現在、その結果

について鋭意分析中でして、その調査結果が取りまとまり次第、本分科会にも詳細に御

報告申し上げ、議論の出発点にしていただければと考えております。」 

 

■第 103 回労働政策審議会労働条件分科会（2013 年 9月 27 日）資料２ 
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（３） JILPT調査と、労働政策審議会の関係 

 

 第 106 回労働政策審議会労働条件分科会（2013 年 12月 17 日） 資料 2－2 より 
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 第 107 回労働政策審議会労働条件分科会（2014 年 1 月 15 日）  

 資料 No.2-3 裁量労働制等に関するアンケート調査（主な結果・速報） 

 

 

（４） 労働政策審議会労働条件分科会には、何が情報提供されたのか 

 

 裁量労働制の労働者の実労働時間に関するデータは、「平成 25 年度調査」のみ 

 JILPTの労働者調査における１箇月の実労働時間のデータは、提供されず 
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